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パブリック・コメント（意見公募）を実施します

パブリック・
コメントとは

？

　市が重要政策に取り組むための計画や条例
などを策定するときに、案の段階で市民のみ
なさんに事前に公表し、その内容についての
ご意見をいただく制度です。寄せられたご意
見に対しては、市の考え方を公表します。
　これにより、市の施策などの策定過程にお
ける公正の確保と透明性の向上を図ります。

市民のみなさんに市政に
参加していただく制度です。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
公
表

重要な計画・条例などの立案
（原案の作成）

パブリック・コメントの実施を周知
（広報紙・ホームページなど）

提出された意見などの検討
原案に反映の有無、その理由など

パブリック・コメントの実施

計画・条例などの決定

・パブリック・コメントの
  実施を決定  実施を決定

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・担当課窓口、郵送、ファックス、
  電子メールなどで意見募集

募
集

・意見などの概要
・意見などに対する市の考え方
・原案を修正する場合の内容  など 

筑
西
市
「
道
の
駅
」

　
　

基
本
構
想
・
基
本
計
画
（
案
）

地
方
創
生
の
拠
点
「
道
の
駅
」
整
備

　

地
方
創
生
の
拠
点
と
も
な
る
「
道
の
駅
」
の
整
備
を
進
め
る
た
め
、「
筑

西
市
『
道
の
駅
』
基
本
構
想
・
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　

全
国
有
数
の
農
産
物
や
豊
か
な
自
然
、
文
化
な
ど
の
地
域
資
源
を
「
道

の
駅
」
か
ら
発
信
し
、
交
流
人
口
の
増
加
や
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

　

当
市
の
「
道
の
駅
」
は
平
成
32
年
オ
ー
プ
ン
を
目
指
し
て
お
り
、
本
年

度
は
「
道
の
駅
」
整
備
の
基
本
と
な
る
「
基
本
構
想
」「
基
本
計
画
」
の
策

定
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
昨
年
６
月
に
学
識
経
験
者
や
地
域
団
体
代
表

者
、
公
募
市
民
な
ど
で
構
成
す
る
「
筑
西
市
『
道
の
駅
』
整
備
推
進
協
議

会
」
を
設
置
し
、「
道
の
駅
」
の
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
や
導
入
機
能
、
施
設
規

模
、
立
地
場
所
や
配
置
計
画
、
管
理
運
営
手
法
な
ど
に
つ
い
て
協
議
を
重

ね
て
原
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。

問
企
画
課
道
の
駅
推
進
室　
内
線
４
８
８ 

FAX
24

－

７
３
３
３　
メールrs-station@

city.chikusei.lg.jp

人
口
減
少
を
克
服
し
、
地
方
創
生
を
推
進

筑
西
市
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
・

　
　
　
　

総
合
戦
略
（
案
）

　

人
口
減
少
を
克
服
し
地
方
創
生
を
推
進
す
る
た
め
、「
筑
西
市
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生
人
口
ビ
ジ
ョ
ン
」
及
び
「
総
合
戦
略
」
を
策
定
し
ま
す
。

　

昨
年
２
月
に
「
筑
西
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部
」
を
設
置
し
、

５
月
に
設
置
し
た
住
民
代
表
や
産
業
界
、
行
政
機
関
、
金
融
機
関
な
ど
の
代

表
者
で
構
成
す
る
「
筑
西
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
有
識
者
会
議
」
の

意
見
や
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
な
ど
を
踏
ま
え
、原
案
を
ま
と
め
ま
し
た
。

人
口
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
総
合
戦
略
の
内
容

○ 

人
口
ビ
ジ
ョ
ン
…
筑
西
市
の
人
口
な
ど
の
現
状
分
析
、
将
来
展
望
、
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
な
ど

○ 

総
合
戦
略
…
人
口
減
少
に
歯
止
め
を
か
け
る
た
め
今
後
５
年
間
に
実
施

す
る
具
体
的
な
施
策
な
ど

問
企
画
課
地
方
創
生
推
進
室　
内
線
４
８
８　

FAX
24

－

７
３
３
３　
メールsousei@

city.chikusei.lg.jp

２
月
１
日
（
月
）
〜
２
月
25
日
（
木
）

募集
期間

２
月
16
日
（
火
）
〜
３
月
11
日
（
金
）

募集
期間

公
表

［各案の閲覧・配布場所］
市ホームページ、企画課（本庁舎３階）、各支
所及び川島出張所、ちくせい市民協働まちづく
りサロン（しもだて地域交流センター（アルテ
リオ）２階）※閲覧・配布は各施設業務時間内

［意見の提出方法］
意見募集期間中に、担当課に郵便（〒 308-
8616  筑西市下中山 732番地１）、ファッ
クス、電子メール、直接持参

あなたのご意見を
お聞かせください

筑西市人口ビジョン・総合戦略（案）
筑西市「道の駅」基本構想・基本計画（案）について



［筑西市出身の女の子・明日香の物語］
遠距離恋愛を始めた明日香と良
昭。「人・食・文化…」筑西市内
でデートを重ねる２人から見た
筑西市の魅力とは̶̶

デ
ー
ト
を
重
ね
る

明
日
香
と
良
昭
…

た
だ
い
ま
！

『ただいまが、似合うまち』
市民と職員でつくったドラマ・筑西市魅力情報発信映像

　
明
日
香
と
良
昭
は
、
住
ん
で
い
る
人
や
ま

ち
全
体
が
あ
た
た
か
い
筑
西
市
の
魅
力
に
包

ま
れ
、
２
人
の
距
離
を
縮
め
て
い
き
ま
す
。

　

市
で
は
、「
筑
西
市
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
の
知
名

度
・
認
知
度
の
向
上
と
、
交
流
人
口
の
増
加
や

定
住
促
進
を
図
る
た
め
に
、
市
の
豊
か
な
自
然
・

観
光
資
源
な
ど
を
収
め
た
映
像
作
品
『
た
だ
い

ま
が
、
似
合
う
ま
ち
』
を
制
作
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
話
の
主
人
公
は
、
１
人
の
筑
西
市
出
身

の
女
の
子
・
明
日
香
。
配
信
中
の
第
１
話
は
、

都
会
で
の
生
活
に
疲
れ
、
ふ
と
筑
西
市
に
帰
省

し
た
明
日
香
が
、
下
館
祇
園
ま
つ
り
の
会
場
で

幼
な
じ
み
の
良
昭
と
再
会
し
、
ま
ち
の
あ
た
た

か
さ
に
触
れ
な
が
ら
、
２
人
の
つ
な
が
り
を
深

め
て
い
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。

　

全
３
話
を
予
定
し
て
い
る
物
語
の
第
２
話
で

あ
る
今
回
は
、
２
人
の
仲
が
ど
う
進
展
し
て
い

く
の
か
、
そ
し
て
２
人
を
通
し
て
筑
西
市
の

「
人
・
食
・
文
化
」
な
ど
の
魅
力
と
は
何
な
の
か

を
描
い
て
い
ま
す
。

２
月
１
日
配
信
開
始
で
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

広
報
広
聴
課　
内
線
３
１
３

問

２
月
６
日（
土
）全
国
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー

『
十
字
架
』

筑
西
市
オ
ー
ル
ロ
ケ
映
画

１月30日（土）～
先行ロードショー
茨　城：イオンシネマ下妻
２月６日（土）～
東　京：有楽町スバル座
大　阪：シネ・リーブル梅田
愛　知：名演小劇場
神奈川：横浜ニューテアトル
北海道：ディノスシネマズ
　　　　札幌劇場
福　岡：中州大洋映画劇場
茨　城：  ＴＯＨＯシネマズ
　　　　水戸内原
　　　　ＴＯＨＯシネマズ
　　　　ひたちなか
栃　木：ＴＯＨＯシネマズ
　　　　宇都宮
　　　　小山シネマロブレ
ほか全国順次ロードショー

◆◆◆上映劇場◆◆◆

　

イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
妻

（
下
妻
市
堀
篭
９
７
２

－

１
）
に
て
開
催
中
で
す
。

映
画
と
共
に
、
ぜ
ひ
お

立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

イ
オ
ン
モ
ー
ル
下
妻

パ
ネ
ル
展
開
催
中
！

　

２
月
６
日
（
土
）
の

上
映
開
始
と
あ
わ
せ
て
、

茨
城
マ
ル
シ
ェ
（
東
京

都
中
央
区
銀
座
１
丁
目

２

－

１
紺
屋
ビ
ル
１
階
）

で
フ
ェ
ア
を
実
施
し
ま

す
。
筑
西
市
の
特
産
品

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

茨
城
マ
ル
シ
ェ

『
十
字
架
』
フ
ェ
ア

商
工
観
光
課

☎
20
ー
１
１
６
０

問

Ｙｏｕ Tｕｂｅを活用！市の魅力を発信する映像を集めた市ホーム
ページ内の「ちくせいムービーちゃんねる」に随時更新中です。

▶
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

で
読
み
込
ん
で
く
だ
さ
い

２/１（月）
第２話配信開始！

ダイヤモンド筑波
太陽と筑波山からの贈り物

２月 14日（日）前後
場所：母子島遊水地（飯田）

　

２
月
14
日
前
後
に
、
母
子
島

遊
水
地
で
筑
波
山
山
頂
か
ら
の

日
の
出「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
筑
波
」

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
筑
波
は
、
毎

年
10
月
28
日
前
後
と
２
月
14
日

前
後
の
、
年
２
回
し
か
見
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

多
く
の
写
真
家
が
訪
れ
る
絶

景
を
、
一
度
ご
覧
に
な
っ
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

詳
し
く
は
、
市
観
光
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.chikuseikanko.

jp/index.php?code=208

■ナビ目的地設定■　目的地となる施設がないた
め、順路途中の川久保新農村集落センター（辻
３８１－１）を設定してください。
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
導

入
す
る
こ
と
で
、
国
や
地
方
公
共
団
体

な
ど
が
、
必
要
な
情
報
を
正
確
に
把
握

し
、
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
申
請
者
の
負
担
が
軽
減

　

行
政
手
続
時
に
、
必
要
な
添
付
書
類

が
省
略
さ
れ
る
な
ど
、
申
請
者
の
負
担

が
軽
減
し
ま
す
。

②
行
政
手
続
が
円
滑
に

　

行
政
機
関
な
ど
で
の
情
報
の
照
合
や

入
力
な
ど
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
、
手
続

が
正
確
で
円
滑
に
な
り
ま
す
。

③
公
平
・
公
正
な
社
会
へ

　

所
得
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
を
把

握
し
や
す
く
な
り
、
負
担
を
不
当
に
逃

れ
た
り
、
給
付
を
不
正
に
受
け
た
り
す

る
こ
と
を
防
止
し
ま
す
。
ま
た
、
本
当

に
困
っ
て
い
る
人
へ
の
支
援
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

教えて、マイナンバー！
平成 28年１月から、マイナンバー（個人番号）の
利用が始まりました。

　マイナンバー（個人番号）
とは、赤ちゃんから高齢者、
外国籍の人まで、住民票の登
録をしている全ての人に割り
振られる12桁の番号です。

プ
が
搭
載
さ
れ
て
い
て
、
ｅ
ー
Ｔ
ａ
ｘ

（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
の

電
子
申
請
な
ど
に
も
利
用
で
き
ま
す
。

市
で
は
今
後
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
使

用
し
た
、
住
民
票
な
ど
の
コ
ン
ビ
ニ
交

付
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
す
る
予
定
で
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
希
望
す
る
人

は
、
通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
た
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
顔
写

真
を
貼
っ
て
、
返
信
用
封
筒
に
よ
り
返

送
し
て
く
だ
さ
い
。
発
行
手
数
料
は
初

回
の
み
無
料
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

申
請
で
き
ま
す
。 　

希
望
者
が
取
得
で

き
る
も
の
で
、
顔
写

真
が
付
き
、
個
人
番

号
の
確
認
や
身
分
証

明
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は

　

昨
年
、
住
民
票
が
あ
る
全
て
の
人
に

簡
易
書
留
で
送
付
さ
れ
た
も
の
で
、
個

人
番
号
の
確
認
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

届
い
て
い
な
い
人
は
、
本
庁
市
民
課

又
は
各
支
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

通
知
カ
ー
ド
と
は

個
人
番
号
の
記
入
・
提
示
が
、

新
た
に
手
続
に
加
わ
り
ま
す

　

市
で
は
１
月
か
ら
、
個
人
番
号
の
記

載
が
必
要
な
手
続
に
は
、
個
人
番
号
の

記
入
や
提
示
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

　

手
続
を
す
る
場
合
は
、「
個
人
番
号

の
確
認
」
と
「
本
人
確
認
」
を
行
い
ま

す
の
で
、
左
記
の
も
の
を
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

＋

個
人
番
号
の
確
認

通
知
カ
ー
ド
又
は

個
人
番
号
付
き
の
住
民
票

本
人
確
認

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど

※
顔
写
真
が
な
い
も
の
は
、
２
種
類

以
上
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
が

必
要
で
す
（
例
：
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
と
年
金
手
帳 

な
ど
）。
た

だ
し
、
税
に
関
す
る
事
務
の
場
合
は
、

ど
ち
ら
か
ひ
と
つ
で
構
い
ま
せ
ん
。

　

顔
写
真
付
き
の
個
人

番
号
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、

こ
れ
１
枚
で
「
個
人
番
号

の
確
認
」と「
本
人
確
認
」

が
で
き
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
．
今
あ
る
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は

ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ
．
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
申
請

は
、
平
成
27
年
12
月
14
日
で
終
了
し
ま

し
た
。
発
行
済
カ
ー
ド
は
、
有
効
期
限

ま
で
利
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
を
取
得
す
る
場
合
は
、
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
返
却
が
必
要
で
す
。

Ｑ
．
通
知
カ
ー
ド
が
届
い
た
後
で
氏
名

や
住
所
が
変
わ
っ
た
ら
？

Ａ
．
記
載
事
項
の
変
更
が
必
要
で
す
。

通
知
カ
ー
ド
を
持
っ
て
市
民
課
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。

Ｑ
．
通
知
カ
ー
ド
を
紛
失
し
ま
し
た
。

Ａ
．
市
民
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

通
知
カ
ー
ド
を
再
発
行
す
る
か
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
の
交
付
申
請
を
行
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

Ｑ
．
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
紛
失
し
ま
し
た
。

Ａ
．
カ
ー
ド
の
一
時
停
止
処
理
を
行
い

ま
す
の
で
、
た
だ
ち
に
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
０
５
７
０
ー
７
８
３
ー
５
７
８

24
時
間
毎
日
受
付
）
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

Ｑ
．
個
人
情
報
が
漏
え
い
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

Ａ
．
情
報
は
今
ま
で
ど
お
り
各
機
関
が

別
々
に
保
管
し
、
他
の
機
関
の
情
報

が
必
要
な
と
き
に
、
そ
の
都
度
や
り
と

り
を
す
る
分
散
管
理
を
行
い
ま
す
。
個

人
番
号
を
他
者
に
知
ら
れ
て
も
、
そ
れ

に
紐
付
く
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
一
度
に

漏
え
い
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
な
り
す
ま
し
防
止
の
た
め
に
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
収
集
す
る
と
き
は
、
本

人
確
認
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
な
い
場
合

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
が
あ
る
場
合

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
３
つ
の
効
果

マ
イ
ナ
ン
バ
ー

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

マ
イ
ナ
ち
ゃ
ん
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■ 内閣官房マイナンバーホームページ
マイナンバー　検索マイナンバー　検索
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
■ 政府広報オンライン
政府広報　　　検索政府広報　　　検索
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html

■ マイナンバー制度全般について 
　 国のコールセンター
　　日本語０１２０ー９５ー０１７８
　　外国語０１２０ー０１７８ー２６
　　（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）
　 平日9：30～22：00 土日祝9：30～17：30

マイナンバーについて
詳しくはこちらから →

【暮らし】
住民票・戸籍 ●転入、転居、転出などの住民票の異動　●戸籍届出の氏名などの変更

記載事項の変更が必要となりますので、通知カード又は個人番号カードをご持参ください
　市民課
内線 220・233

【保険・医療】

国民健康保険

●加入、脱退　　　　　　　　　　　　●修学や施設入所のための市外転出
●被保険者の氏名、被保険者世帯、住所、世帯主の変更
●療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
●第三者行為による被害の届出　　　　●被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書の再交付申請
●限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の交付及び再交付申請
●一部負担金の免除等申請　　　　　　●基準収入額適用申請

　医療保険課
内線 245

後期高齢者医療

●加入（75歳到達の人を除く）、脱退　　　●被保険者証の再交付申請
●特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付及び再交付申請
●高額療養費、療養費（補装具等）、高額介護合算療養費の支給申請
●住所地特例に関する届出　　　　　　●基準収入額適用申請

　医療保険課
内線 243

【税金】※印は、平成 28年分以降の所得にかかる申告書から適用

市 民 税
●市県民税申告書の提出※　　　　　　●給与支払報告書の提出※
●公的年金等支払報告書の提出※　　　●軽自動車税減免申請書の提出
●法人市民税申告書の提出

　課税課
内線 464・466
・469

固定資産税
●相続人代表者指定届出の提出　　　　●償却資産申告書の提出
●固定資産税減免申請書の提出　　　　●固定資産税納税管理人の申請及び変更の申請の提出
●住宅用地の申告書の提出

　課税課
内線 414・420

【介護・福祉】

介護保険

●介護認定、更新、区分変更の申請　　●被保険者証等の再交付の申請
●負担限度額認定の申請　　　　　　　●高額介護サービス費の支給申請
●特定福祉用具購入費の支給申請　　　●住宅改修費の支給申請
●介護保険住宅改修事前申請書　　　　●介護保険福祉用具購入費受領委任払い申請書
●居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書
●介護保険基準収入額適用申請　　　　●介護保険住所地特例適用、変更、終了届
●介護保険料徴収猶予、減免申請書

　介護保険課
内線 221・222
・216

福　　祉

●身体障害者手帳の申請
●特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請
●障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請
●精神障害者保健福祉手帳に関する申請
●自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）に関する申請
●障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請

　障がい福祉課
内線 226・295

●戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求　●戦没者等の妻に対する特別給付金の請求
●生活保護の申請

　社会福祉課
内線 237・260

【子育て】

給付や届出

●児童手当の新規認定請求　　　　　●児童扶養手当の新規認定請求
●幼稚園、認定こども園、保育所（園）利用の支給認定申請

　こども課
内線 256・268

●未熟児養育医療の給付申請 　医療保険課
内線 243

●障害児通所支援（就学前、就学後児童）の給付申請 　障がい福祉課
内線 226・295

●母子健康手帳の交付申請（妊娠届出）
●低体重児出生届出

　健康づくり課
☎ 22-0506

　手続によって個人番号の記入・提示が必要になる時期は違います。また、上記の手続以外にも個人番号が必要になる場合があります。
　詳しくは各担当部署までお問い合わせください。

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

問

　個人番号を求められる主な手続は、次のとおりです。
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